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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側を含む本体を含む患者インターフェースデバイスと、
　開口を規定するフレーム本体を含む支持アセンブリと、
　幾つかの弾性バンドを含む弾性結合アセンブリと、
　を含む呼吸インターフェースデバイスにおいて、
　前記呼吸インターフェースデバイスが使用される場合、前記フレーム本体の前記開口は
、ユーザの鼻の前に略配置され、
　前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記外側は、前記フレーム本体の前記
開口内に配置され、
　各弾性バンドは、第１の端と第２の端とを含み、各弾性バンドの前記第１の端は、前記
フレーム本体の前記開口に隣接する前記フレーム本体に結合され、各弾性バンドの前記第
２の端は、前記患者インターフェースデバイスの前記外側に結合され、前記呼吸インター
フェースデバイスの使用中、前記患者インターフェースデバイスの前記本体は、互いに対
し限定された範囲内で動くことができるように、前記フレーム本体に浮揚して結合される
、呼吸インターフェースデバイス。
【請求項２】
　前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記外側は、略円形の開口を含み、前
記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記開口は、前記フレーム本体の前記開口
に隣接して配置され、
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　前記幾つかの弾性バンドは、半径方向バンド、割線方向バンド又は接線方向バンドを含
む群から選択される、請求項１に記載の呼吸インターフェースデバイス。
【請求項３】
　前記幾つかの弾性バンドは、幾つかの弾性バンド群を含み、１つの弾性バンド群におけ
る各弾性バンドは、同様の物理的特性のセットを含み、
　異なる弾性バンド群が、異なる物理的特性を含む、請求項２に記載の呼吸インターフェ
ースデバイス。
【請求項４】
　前記半径方向バンドは、水平方向の半径方向バンド又は垂直方向の半径方向バンドを含
む群から選択される、請求項２に記載の呼吸インターフェースデバイス。
【請求項５】
　前記幾つかの弾性バンドは、第１の水平方向の半径方向弾性バンドと第２の水平方向の
半径方向弾性バンドとを含み、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第２の端と、前記第２の水平方向の半径方
向弾性バンドの第２の端とは、前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記開口
の対向する水平側部に直接的に結合される、請求項２に記載の呼吸インターフェースデバ
イス。
【請求項６】
　前記弾性結合アセンブリは、第３の水平方向の割線方向弾性バンドと第４の水平方向の
割線方向弾性バンドとを含み、
　前記第３の水平方向の割線方向弾性バンドの第２の端と、前記第４の水平方向の割線方
向弾性バンドの第２の端とは、前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記開口
の対向する水平側部に直接的に結合され、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドと前記第２の水平方向の半径方向弾性バンド
とは、同様の物理的特性を有する第１の弾性バンド群にあり、
　前記第３の水平方向の割線方向弾性バンドと前記第４の水平方向の割線方向弾性バンド
とは、同様の物理的特性を有する第２の弾性バンド群にある、請求項５に記載の呼吸イン
ターフェースデバイス。
【請求項７】
　前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記外側は、前記患者インターフェー
スデバイスの前記本体の前記開口の周りに配置される略円形の取り付け面を含み、
　前記弾性結合アセンブリは、弾性リングを含み、前記弾性リングは、前記患者インター
フェースデバイスの前記本体の前記取り付け面に結合される、請求項５に記載の呼吸イン
ターフェースデバイス。
【請求項８】
　前記弾性結合アセンブリは、剛性リングを含み、
　前記幾つかの弾性バンドは、第１の水平方向の半径方向弾性バンドと、第２の水平方向
の半径方向弾性バンドと、第１の垂直方向の半径方向弾性バンドと、第２の垂直方向の半
径方向弾性バンドとを含み、
　前記第１の垂直方向の半径方向弾性バンドの第２の端と、前記第２の垂直方向の半径方
向弾性バンドの第２の端とは、前記剛性リングの対向する垂直部に直接的に結合され、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第１の端と、前記第２の水平方向の半径方
向弾性バンドの第１の端とは、前記剛性リングの対向する水平部に直接的に結合され、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第２の端と、前記第２の水平方向の半径方
向弾性バンドの第２の端とは、前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記開口
の対向する水平側部に直接的に結合される、請求項２に記載の呼吸インターフェースデバ
イス。
【請求項９】
　前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記外側は、前記患者インターフェー
スデバイスの前記本体の前記開口の周りに配置される略円形の取り付け面を含み、



(3) JP 6422880 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

　前記弾性結合アセンブリは、弾性リングを含み、前記弾性リングは、前記患者インター
フェースデバイスの前記本体の前記取り付け面に結合される、請求項８に記載の呼吸イン
ターフェースデバイス。
【請求項１０】
　前記患者インターフェースデバイスは、流体導管結合デバイスを含み、
　前記患者インターフェースデバイスの前記本体は、前記患者インターフェースデバイス
の前記本体の前記開口の周りに配置され、前記患者インターフェースデバイスの前記本体
及び前記フレーム本体に結合されるフレキシブル結合器具を含む、請求項２に記載の呼吸
インターフェースデバイス。
【請求項１１】
　前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記フレキシブル結合器具は、ベロー
を含む、請求項１０に記載の呼吸インターフェースデバイス。
【請求項１２】
　前記支持アセンブリは、前記フレーム本体に固定される流体導管結合デバイススタビラ
イザを含み、
　前記流体導管結合デバイススタビライザは、前記流体導管結合デバイスに結合され、
　前記流体導管結合デバイスは、前記フレーム本体に実質的に固定される、請求項１０に
記載の呼吸インターフェースデバイス。
【請求項１３】
　前記流体導管結合デバイススタビライザは、前記流体導管結合デバイスの両側に配置さ
れる剛性の細長い部材を含み、各スタビライザ部材は、第１の端と第２の端とを含み、
　各スタビライザ部材の前記第１の端は、前記フレーム本体に結合され、
　各スタビライザ部材の前記第２の端は、前記流体導管結合デバイスに結合される、請求
項１２に記載の呼吸インターフェースデバイス。
【請求項１４】
　前記幾つかの弾性バンドは、第１の水平方向の半径方向弾性バンドと第２の水平方向の
半径方向弾性バンドとを含み、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第２の端と、前記第２の水平方向の半径方
向弾性バンドの第２の端とは、前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記開口
の対向する水平側部に直接的に結合される、請求項１２に記載の呼吸インターフェースデ
バイス。
【請求項１５】
　前記幾つかの弾性バンドは、第１の水平方向の半径方向弾性バンドと第２の水平方向の
半径方向弾性バンドとを含み、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第２の端と、前記第２の水平方向の半径方
向弾性バンドの第２の端とは、前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記開口
の対向する水平側部に直接的に結合される、請求項１０に記載の呼吸インターフェースデ
バイス。
【請求項１６】
　前記弾性結合アセンブリは、第３の水平方向の半径方向弾性バンドと第４の水平方向の
半径方向弾性バンドとを含み、
　前記第３の水平方向の半径方向弾性バンドの第２の端と、前記第４の水平方向の半径方
向弾性バンドの第２の端とは、前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記開口
の対向する水平側部に直接的に結合され、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドと前記第２の水平方向の半径方向弾性バンド
とは、第１の寸法的特性のセットを含み、
　前記第３の水平方向の半径方向弾性バンドと前記第４の水平方向の半径方向弾性バンド
とは、第２の寸法的特性のセットを含む、請求項１５に記載の呼吸インターフェースデバ
イス。
【請求項１７】
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　前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記外側は、前記患者インターフェー
スデバイスの前記本体の前記開口の周りに配置される略円形の取り付け面を含み、
　前記弾性結合アセンブリは、弾性リングを含み、前記弾性リングは、前記患者インター
フェースデバイスの前記本体の前記取り付け面に結合される、請求項１５に記載の呼吸イ
ンターフェースデバイス。
【請求項１８】
　前記弾性結合アセンブリは、剛性リングを含み、
　前記幾つかの弾性バンドは、第１の水平方向の半径方向弾性バンドと、第２の水平方向
の半径方向弾性バンドと、第１の垂直方向の半径方向弾性バンドと、第２の垂直方向の半
径方向弾性バンドとを含み、
　前記第１の垂直方向の半径方向弾性バンドの第２の端と、前記第２の垂直方向の半径方
向弾性バンドの第２の端とは、前記剛性リングの対向する垂直部に直接的に結合され、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第１の端と、前記第２の水平方向の半径方
向弾性バンドの第１の端とは、前記剛性リングの対向する水平部に直接的に結合され、
　前記第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第２の端と、前記第２の水平方向の半径方
向弾性バンドの第２の端とは、前記患者インターフェースデバイスの前記本体の前記開口
の対向する水平側部に直接的に結合される、請求項１０に記載の呼吸インターフェースデ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本願は、２０１２年１２月１８日に出願された米国特許仮出願第６１／７３８，６７３
号の合衆国法典第３５巻第１１９（ｅ）条による優先権の利益を主張し、その内容は、参
照することにより本明細書に組み込まれるものとする。
【０００２】
　本発明は、次に限定されないが、患者インターフェースデバイス及び支持アセンブリを
含むユーザの気道へ及び／又は気道からガスを運搬する呼吸インターフェースデバイス、
具体的には、患者インターフェースデバイスが支持アセンブリに浮揚可能に結合される呼
吸インターフェースデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　患者の気道に非侵襲的に、即ち、患者に挿管することなく又は患者の食道に気管チュー
ブを外科的に挿入することなく、呼吸ガスの流れを供給することが必要又は望ましい状況
は多くある。例えば非侵襲的換気と知られる技術を使用して患者に酸素を供給することが
知られている。また、特定の内科的疾患（そのうちの最も重要なものはＯＳＡ）を治療す
るために、気道陽圧（ＰＡＰ）療法を施すことも知られている。既知のＰＡＰ療法は、患
者の気道を開くために、一定の陽圧が患者の気道に提供される持続的気道陽圧法（ＣＰＡ
Ｐ）と、患者の気道に提供される圧力が、患者の呼吸サイクルと共に変化させられる可変
気道圧力とを含む。このような療法は、通常、夜間、患者が寝ている間に患者に提供され
る。
【０００４】
　上記非侵襲的換気及び圧補助療法は、次に限定されないが、柔らかいフレキシブルシー
リングクッションを有するマスクコンポーネントといった患者インターフェースデバイス
を患者の顔面に置くことが伴う。呼吸インターフェースデバイスのコンポーネントは、次
に限定されないが、患者の鼻を覆う鼻マスク、患者の鼻及び口を覆う鼻／口マスク、又は
、患者の顔を覆うフルフェイスマスクである。任意のタイプの患者インターフェースデバ
イスが使用されてもよいが、以下の説明は、鼻マスクを一例として使用する。このような
患者インターフェースデバイスは更に、額サポート、頬パッド又は顎パッドを有するフレ
ームを含む支持アセンブリといった他の患者接触コンポーネントも採用する。患者インタ
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ーフェースデバイスは、ガス供給管又は導管に接続され、酸素吸入器又は圧補助デバイス
を、患者の気道につなげ、これにより、呼吸ガスの流れが、圧力／フロー生成デバイスか
ら患者の気道に供給される。
【０００５】
　これらの呼吸インターフェースデバイス、特に医用呼吸インターフェースデバイスの中
の多くのデバイスの必要要件は、呼吸インターフェースデバイスが、ユーザの顔面に対し
効果的なフィットを提供し、ユーザの顔面の輪郭に合うことで供給ガスの漏れを制限又は
阻止することである。呼吸インターフェースデバイスのフィットは、患者インターフェー
スデバイスと支持アセンブリとの相互作用によって部分的に制御される。つまり、支持ア
センブリは、剛性フレームと、次に限定されないが、ストラップといった幾つかの支持部
材とを含む。患者インターフェースデバイスは、当該フレームに結合される。支持部材も
フレームに結合され、ユーザの頭部の周りに延在する。
【０００６】
　この構成は、患者インターフェースデバイスを、ユーザの鼻を覆うように位置付け、ユ
ーザの顔面に対し効果的なフィット提供する。しかし、このフィットは、ユーザが睡眠時
に動くと影響を受ける。つまり、例えばユーザは、睡眠時に、頭を横に向けることがある
。フレームは、枕又はマットレスに接触すると、ユーザの顔面に対しずれ、患者インター
フェースデバイスのフィットを阻害してしまう。より具体的には、患者インターフェース
デバイスは、当該患者インターフェースデバイスがフレームと共に動くようにフレームに
結合されている。したがって、フレームがユーザの顔面に対しずれると、患者インターフ
ェースデバイスもユーザの顔面に対しずれる。
【０００７】
　この構成の１つの改良点は、次に限定されないが、複数のひだがついたベローといった
フレキシブル結合器具を、フレームと患者インターフェースデバイスのクッションとの間
に組み込んでいる。つまり、患者インターフェースデバイスは、ユーザの顔面に係合し、
シールを形成するクッションを含む。フレキシブル結合器具によって、フレームがユーザ
の顔面に対してずれても、クッションはユーザの顔面に対し実質的に同じ位置のままとな
る。ただ、欠点は、フレキシブル結合器具は、クッションと略同じ大きさの空間を占める
点である。この構成では、クッションとフレキシブル結合器具との両方を収容するフレー
ムは、不自然で扱いにくいことが分かっている。更に、フレキシブル結合器具は、患者イ
ンターフェースデバイスの残りの部分と共に清潔にする必要があるが、フレキシブル結合
器具のひだによって、清潔にすることが難しい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本発明は、患者インターフェースデバイスとフレームとの間に、従来のシ
ーリングクッションの欠点を解決する浮揚可能な結合器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的は、幾つかの弾性バンドを含む弾性結合アセンブリを提供することによって、
本発明の一実施形態によって達成される。弾性バンドは、患者インターフェースデバイス
がフレームに対して浮揚するように、患者インターフェースデバイスとフレームとを結合
させる。
【００１０】
　一実施形態では、呼吸インターフェースデバイスは、患者インターフェースデバイスと
、支持アセンブリと、弾性結合アセンブリとを含む。患者インターフェースデバイスは、
本体を含み、本体は外側を含む。支持アセンブリは、フレーム本体を含み、フレーム本体
は開口を規定する。患者インターフェースアセンブリが使用される場合、フレーム本体の
開口は、ユーザの鼻の前に略配置される。患者インターフェースデバイスの本体の外側は
、フレーム本体の開口に隣接して配置される。弾性結合アセンブリは、幾つかの弾性バン
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ドを含み、各弾性バンドは、第１の端と第２の端とを含む。各弾性バンドの第１の端は、
フレーム本体の開口に隣接するフレーム本体に結合される。各弾性バンドの第２の端は、
患者インターフェースデバイスの外側に結合される。この構成では、患者インターフェー
スデバイスの本体は、フレーム本体に浮揚可能に結合される。
【００１１】
　本発明のこれらの及び他の目的、特徴及び特性、並びに、構造体の関連要素及び部品の
組み合わせの動作方法及び機能及び製造の経済性は、添付図面を参照して以下の説明及び
請求項を検討することにより明らかとなろう。図面はすべて、本明細書の一部を形成し、
同様の参照符号は、様々な図面において対応する部分を指す。しかし、当然ながら、図面
は、例示及び説明のために過ぎず、本発明の限定の定義を意図していない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、呼吸インターフェースデバイスの等角図である。
【図２】図２は、明瞭とするために選択された要素が除去されている呼吸インターフェー
スデバイスの正面図である。
【図３】図３は、弾性結合アセンブリの１つの例示的な実施形態の正面図である。
【図４】図４は、弾性結合アセンブリの別の例示的な実施形態の正面図である。
【図５】図５は、弾性結合アセンブリの別の例示的な実施形態の正面図である。
【図６】図６は、図５に示される弾性結合アセンブリの等角図である。
【図７】図７は、弾性結合アセンブリの別の例示的な実施形態の正面図である。
【図８】図８は、弾性結合アセンブリの別の例示的な実施形態の等角図である。
【図９Ａ】図９Ａは、第１の位置にあるフレキシブル結合器具を有する呼吸インターフェ
ースデバイスの側面図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、第２の位置にあるフレキシブル結合器具を有する呼吸インターフェ
ースデバイスの側面図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、第３の位置にあるフレキシブル結合器具を有する呼吸インターフェ
ースデバイスの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書において使用されるように、「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」の単数形は、特
に明記されない限り、複数形への参照も含む。本明細書において使用されるように、「数
」との用語は、１又は１より大きい整数（即ち、複数）を意味する。
【００１４】
　本明細書において使用されるように、２つ以上の部分又は構成要素が「結合される」と
の記載は、それらの部分が直接的に又は間接的に（即ち、１つ以上の中間部分又は構成要
素を介しても、一連となっている限り）互いに接合し又は一緒に動作することを意味する
。本明細書において使用されるように、「直接的に結合される」とは、２つの要素が、互
いに直接的に接触していることを意味する。本明細書において使用されるように、「固定
的に結合される」又は「固定される」とは、２つの構成要素が、互いに対し一定の向きを
維持しつつ、一体に動くように結合されていることを意味する。本明細書において使用さ
れるように、「浮揚可能に結合される」とは、２つの要素が互いに結合されているが、互
いに対し、限定された範囲内で動くことができることを意味する。
【００１５】
　本明細書において使用されるように、「単一の」との用語は、構成要素が単一の部品又
はユニットとして作成されていることを意味する。つまり、別個に作成され、１ユニット
として後に結合された複数の部品を含む構成要素は、「単一の」構成要素又は本体ではな
い。本明細書において使用されるように、２つ以上の部分又は構成要素が互いに「係合す
る」との記載は、それらの部分が、直接的に又は１つ以上の中間部分又は構成要素を介し
て、互いに対し力を及ぼすことを意味する。
【００１６】



(7) JP 6422880 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

　例えば、また、次に限定されることなく、上、下、左、右、上方、下方、前方、後方、
及びそれらの派生語といった本明細書において使用される方向に関する表現は、図面に示
される要素の方向に関連し、特に明記されない限り、請求項に制限を課すものではない。
本明細書において使用されるように、「略連続的なシール」は、隙間があっても、ユーザ
が動いた場合に隙間ができてもよい。本明細書において使用されるように、「より完全な
シール」は、略連続的なシールの隙間よりも長さが短い隙間があっても、ユーザが動いた
場合に隙間ができなくてもよい。
【００１７】
　本明細書に使用されるように、「対応する」とは、２つの構造構成要素が、最小限の摩
擦で互いに係合又は接触するような寸法にされていることを示す。したがって、「ある部
材に対応する開口」は、当該部材よりも少し大きい寸法にされ、これにより、当該部材が
、最小限の摩擦で、当該開口内を通り抜けることができる。この定義は、当該２つの構成
要素が、互いに「ぴったりと」フィットする場合には変更される。この状況では、構成要
素の寸法差は更に小さく、したがって、摩擦量も増加する。開口を規定する要素及び／又
は当該開口に挿入される構成要素が、変形可能又は圧縮可能な材料で作られている場合は
、開口は、開口に挿入される構成要素よりも更に一層小さくてもよい。
【００１８】
　本明細書に使用されるように、「結合器具」又は「結合構成要素」は、結合アセンブリ
の１つの要素である。つまり、結合アセンブリは、互いに結合されるように構造化される
少なくとも２つの要素、即ち、構成要素を含む。当然ながら、結合アセンブリの要素は、
互いに対応するか、そうでなければ、互いに接合されるように構造化される。例えば結合
アセンブリにおいて、１つの結合要素がボルトである場合、もう１つの結合要素はナット
である。更に、当然ながら、結合アセンブリの２つの要素は一緒に説明されないこともあ
る。
【００１９】
　図１は、本発明の例示的な実施形態による呼吸インターフェースデバイス８を示す。呼
吸インターフェースデバイス８は、患者インターフェースデバイス１０と、支持アセンブ
リ４０と、弾性結合アセンブリ７０とを含む。患者インターフェースデバイス１０は、当
技術分野において従来から知られているように、患者回路を介して圧力生成システム（図
示せず）に結合される。本発明のために、圧力生成システムは、呼吸ガスの流れを生成可
能な又は高圧でガスを提供可能な任意のデバイスである。そのような圧力生成システムの
例としては、ベンチレータ、ＣＰＡＰデバイス、又は、患者に提供される圧力が、患者の
呼吸サイクルに合わせて変動し、吸気の間に、呼気の間よりも高い圧力が供給される可変
圧力デバイス（例えばペンシルバニア州マリーズヴィルにあるフィリップス・レスピロニ
クス社によって製造販売されている自動滴定デバイス、比例補助換気（ＰＡＶ）（Ｒ）デ
バイス、比例気道陽圧（ＰＰＡＰ）デバイス、Ｃ－Ｆｌｅｘ（ＴＭ）デバイス、Ｂｉ－Ｆ
ｌｅｘ（ＴＭ）デバイス又はＢｉＰＡＰ（Ｒ）デバイス）、又は、他の圧補助デバイスが
挙げられる。
【００２０】
　患者インターフェースデバイス１０は、以下に説明されるように、次に限定されないが
、フェースプレート１３といった支持要素１２と、次に限定されないが、クッション１６
といったシーリングアセンブリ１５とを有する本体１１を含む。患者インターフェースデ
バイスの本体１１は、患者インターフェースデバイス１０が使用される場合に、ユーザの
顔面から離れて配置される側である外側１８を有する。例示的な実施形態では、フェース
プレート１３は、実質的に剛性である。図１に示される例示的な実施形態では、フェース
プレート１３は、ユーザの鼻を覆うように構造化された単一部品である。つまり、患者イ
ンターフェースデバイス１０は、ユーザの鼻の上に広がるように構造化された周囲輪郭を
有する。患者インターフェースデバイス本体の外側１８（フェースプレート１３を含む）
は、例示的な実施形態では、略凸状である。例示的な実施形態では、本体１１は、フェー
スプレート１３と同じ広さに及ぶ。当然ながら、これは、例示的な実施形態であり、患者
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インターフェースデバイス１０は、ユーザの鼻及び口、又は、ユーザの口のみの上に広が
るように構造化されてもよい。更に、当然ながら、フェースプレート１３は、柔らかい材
料又はフレキシブル材料から作られてもよい。
【００２１】
　患者インターフェースデバイス１０、より具体的には、フェースプレート１３は、開口
１４（図２）を規定する。患者インターフェースデバイスの開口１４は、ガス注入口とし
て機能する。患者インターフェースデバイスの開口１４は、図１に示されるように、空気
といったガスを患者インターフェースデバイス１０と、ブロアーといった外部ガス源（図
示せず）又は任意の他の適切なデバイスとの間でガスを運ぶ自在軸受導管といった流体導
管結合デバイス１７に結合される。外部ガス源は、次に限定されることなく、ユーザによ
る消費のためのガスを供給可能な任意のガス供給又はガス生成システムを含むと考えられ
る。様々なガス供給療法の非限定的な例として、次に限定されないが、上記されたように
持続的気道陽圧（ＣＰＡＰ）療法、自動滴定気道陽圧療法及び二相性気道陽圧療法が挙げ
られる。図１に示される特定の流体導管結合デバイス１７は、限定ではなく、当然ながら
、本発明は、患者インターフェースデバイス１０へ又はそこからガスを運ぶために、下部
開口１４に永久的に又は選択的に取り付けられる様々な結合デバイスも考えられる。した
がって、様々な結合デバイス（例えば一方又は両方の端部にスイベルがあってもなくても
よい。また、デバイスと一体に形成される呼気システムがあってもなくてもよい）が、流
体導管結合デバイス１７と置換されてもよい。
【００２２】
　クッション１６は、フェースプレート１３からユーザの顔面に向かって延在し、患者イ
ンターフェースデバイス１０の奥行きを略規定する。つまり、クッション１６は、内部空
間を規定する。下部開口１４は、クッション１６によって規定される内部空間と流体連結
する。クッション１６は、フレキシブル材料から作られたクッション本体２０を含む。ク
ッション１６は、ユーザの顔面に係合し、略連続的なシールを提供する。このシールは、
患者インターフェースデバイス１０が、ユーザの顔面に対し略接線方向である向きに維持
されると、より完全となるように向上される。
【００２３】
　支持アセンブリ４０は、フレーム本体４２と幾つかの支持デバイス（図示せず）とを含
む。例示的な実施形態では、支持デバイスは、次に限定されないが、弾性ストラップとい
ったストラップである。フレーム本体４２は、中心部４６と、幾つかの結合部４８とを含
む。例示的な実施形態では、フレーム本体の結合部４８は、フレーム本体の中心部４６か
ら幾つかの方向に延在する。図示されるように、横方向のフレーム本体結合部４８Ａは、
フレーム部材の中心部４６から略水平方向に延在し、支持デバイス（図示せず）に結合さ
れる結合構成要素５０を含む。例示的な実施形態では、フレーム本体の結合構成要素５０
は、スロット５２であり、そのスロットを通り、ストラップ（図示せず）がつなげられる
。当然ながら、フレーム本体４２と支持デバイスとを結合させるために、他のタイプの結
合デバイスが使用されてもよい。別のフレーム本体結合部４８Ｂは、調節可能な額支持ア
センブリ４９に接続される遠位端４７を有する細長い接続部材４５である。
【００２４】
　フレーム本体４２、より具体的には、フレーム本体の中心部４６は、開口６０を規定す
る。フレーム本体４２は、フレーム本体４２が使用される場合に、フレーム本体の開口６
０がユーザの鼻の前に配置されるように構造化されている。つまり、支持アセンブリ４０
は、使用時には、フレーム本体の中心部４６だけでなく、フレーム本体の開口６０がユー
ザの鼻の前に配置されるように構造化されている。例示的な実施形態では、フレーム本体
の開口６０は略円形である。患者インターフェースデバイス１０が、ユーザの鼻の上に広
がるように構造化された周囲輪郭を有する場合、フレーム本体の開口６０は、約２５ｍｍ
から４５ｍｍの間の直径を有し、約３５ｍｍである。この構成では、フェースプレート１
３の一部が、フレーム本体の開口６０を規定する表面に接触することなく、フレーム本体
の開口６０を通り延在する。
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【００２５】
　図１及び図２に示されるように、弾性結合アセンブリ７０は、患者インターフェースデ
バイス１０と支持アセンブリ４０とを浮揚可能に結合させる。弾性結合アセンブリ７０は
、幾つかの弾性バンド７２を含む。各弾性バンドは、第１の端７４と第２の端７６とを含
む。例示的な実施形態では、弾性バンド７２は、シリコーン、弾性織物又は他の弾性材料
でできている。各弾性バンドの第１の端７４は、フレーム本体の開口６０に隣接した場所
において、フレーム本体４２に結合される。各弾性バンドの第２の端７６は、患者インタ
ーフェースデバイス本体の外側１８に結合される。より具体的には、患者インターフェー
スデバイス１０は、患者インターフェースデバイスの開口１４がフレーム本体の開口６０
に隣接して配置され、各弾性バンドの第２の端７６が、患者インターフェースデバイスの
開口１４に隣接する患者インターフェースデバイス本体の外側１８に結合されて位置付け
られる。例示的な実施形態では、患者インターフェースデバイスの開口１４は略円形であ
る。したがって、図３及び図４に示されるように、患者インターフェースデバイスの開口
１４に対して、弾性バンド７２は、半径方向弾性バンド７２Ａ、割線方向弾性バンド７２
Ｂ又は接線方向弾性バンド７２Ｃを含む群から選択される。つまり、本明細書において使
用されるように、「半径方向弾性バンド」７２Ａは、患者インターフェースデバイスの開
口１４の中心から略半径方向に離れる方向に延在する、即ち、当該方向に延在する軸を有
する弾性バンドである。
【００２６】
　本明細書において使用されるように、「割線方向弾性バンド」７２Ｂは、患者インター
フェースデバイスの開口１４の縁に対し、０度より大きいが９０度未満の角度で延在する
弾性バンドである。本明細書において使用されるように、「接線方向弾性バンド」７２Ｃ
は、患者インターフェースデバイスの開口１４の縁に対し、略接線方向に延在する弾性バ
ンドである。更に、「半径方向」、「割線方向」及び「接線方向」との用語は、一般に、
円形に関連付けられているが、当然ながら、患者インターフェースデバイスの開口１４は
、任意の形状を有してもよく、用語の特質、即ち、円形との関連付けは、請求項を限定す
るものではない。例えば患者インターフェースデバイスの開口１４が正方形である場合、
患者インターフェースデバイスの開口１４の縁に垂直に延在し、当該開口の中心と一直線
になる軸を有する弾性バンド７２が、「半径方向弾性バンド７２Ａ」となり、患者インタ
ーフェースデバイスの開口１４の隣接縁に平行に延在する軸を有する弾性バンド７２が、
「接線方向弾性バンド７２Ｃ」となる。
【００２７】
　例示的な実施形態では、当該幾つかの弾性バンド７２は、弾性バンド７２の幾つかの群
８０、８２を含む。弾性バンドの１つの群における各弾性バンド７２は、同様の物理的特
性のセットを含み、弾性バンドの様々な群８０、８２は、異なる物理的特性を含む。本明
細書において使用されるように、「物理的特性」は、次に限定されないが、弾性バンド７
２の寸法と弾性バンド７２の材料特性（例えば硬度）とを含む。したがって、図３に示さ
れるように、弾性結合アセンブリ７０は、２つの半径方向弾性バンド７２Ａと、４つの割
線方向弾性バンド７２Ｂとを含む。半径方向弾性バンド７２Ａは、第１の群８０にあり、
当該第１の群８０における各半径方向弾性バンド７２Ａは、同様の物理的特性を有する。
反対に、割線方向弾性バンド７２Ｂは、第２の群８２にあり、当該第２の群８２における
各割線方向弾性バンド７２Ｂは、互いに同様の物理的特性を有するが、第１の群８０にお
ける半径方向弾性バンド７２Ａとは異なる物理的特性を有する。
【００２８】
　より具体的には、当該幾つかの弾性バンド７２は、第１の水平方向の半径方向弾性バン
ド７２Ａ’と、第２の水平方向の半径方向弾性バンド７２Ａ’’とを含む。図示されるよ
うに、第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第２の端７６と、第２の水平方向の半径方
向弾性バンドの第２の端７６とは、それぞれ、患者インターフェースデバイス本体の開口
１４の対向する水平側部に直接的に結合される。更に、当該幾つかの弾性バンド７２は、
第３の水平方向の割線方向弾性バンド７２Ｂ’と、第４の水平方向の割線方向弾性バンド
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７２Ｂ’’とを含む。
【００２９】
　「水平方向の」割線方向弾性バンド７２Ｂも、略水平方向に延在する割線方向弾性バン
ド７２Ｂである。なお、第５及び第６の水平方向の割線方向弾性バンドも図示されている
。図示されるように、第１の水平方向の半径方向弾性バンド７２Ａ’及び第２の水平方向
の半径方向弾性バンド７２Ａ’’は、第３の水平方向の割線方向弾性バンド７２Ｂ’及び
第４の水平方向の割線方向弾性バンド７２Ｂ’’よりも大きい垂直方向寸法を有する。し
たがって、第１の水平方向の半径方向弾性バンド７２Ａ’及び第２の水平方向の半径方向
弾性バンド７２Ａ’’は、同様の物理的特性を有する弾性バンド７２の第１の群８０にあ
り、第３の水平方向の割線方向弾性バンド７２Ｂ’及び第４の水平方向の割線方向弾性バ
ンド７２Ｂ’’は、同様の物理的特性を有する弾性バンド７２の第２の群８２にある。
【００３０】
　例示的な実施形態では、弾性結合アセンブリ７０は、２つの弾性バンド７２を含む。図
２に示されるように、２つの弾性バンド７２は、略水平方向に延在する半径方向弾性バン
ド７２Ａである。別の例示的な実施形態（図示せず）では、弾性結合アセンブリ７０は、
略垂直方向に延在する半径方向弾性バンド７２Ａである２つの弾性バンド７２を含む。し
たがって、半径方向弾性バンド７２Ａは、水平方向の半径方向バンド又は垂直方向の半径
方向バンドを含む群から選択される。
【００３１】
　上記されたように、各弾性バンドの第１の端７４は、フレーム本体の開口６０に隣接す
る場所において、フレーム本体４２に結合され、各弾性バンドの第２の端７６は、患者イ
ンターフェースデバイス本体の外側１８に結合されている。例示的な実施形態では、図２
に示されるように、各弾性バンドの第１の端７４は、フレーム本体の開口６０に隣接する
場所において、フレーム本体４２に直接的に結合され、各弾性バンドの第２の端７６は、
患者インターフェースデバイス本体の外側１８に直接的に結合されている。図５及び図６
に示される１つの例示的な実施形態では、弾性結合アセンブリ７０は、弾性リング９０を
含む。弾性リング９０は、患者インターフェースデバイス本体の開口１４の周りに延在す
るようなサイズにされる。弾性リング９０は、弾性バンド７２と一体であってもよい。
【００３２】
　つまり、弾性リング９０は、幾つかの弾性バンドの第１の端７４と一体になっている。
弾性リング９０を患者インターフェースデバイス本体の外側１８に結合させるのを助ける
ために、患者インターフェースデバイス本体の外側１８は、患者インターフェースデバイ
ス本体の開口１４の周りに配置される取り付け面１００を含む。取り付け面１００は、患
者インターフェースデバイス本体の開口１４の周りに、患者インターフェースデバイス本
体の外側１８に略垂直に延在するレッジ１０２である。レッジ１０２は、弾性リング９０
を取り付け面１００上に抑えるように凸面を有する。弾性リング９０を使用する一実施形
態において、弾性バンドの第１の端７４は、本明細書において使用されるように、フレー
ム本体の開口６０に隣接する場所において、弾性リング９０を介して、患者インターフェ
ースデバイス本体の外側１８に結合される。
【００３３】
　図７に示される別の例示的な実施形態では、弾性結合アセンブリ７０は、剛性リング１
１０を含む。剛性リング１１０は、フレーム本体の開口６０と患者インターフェースデバ
イス本体の外側１８との間に配置される。剛性リング１１０は、選択された弾性バンド７
２のための結合場所を提供する。例えば図示されるように、弾性結合アセンブリ７０は、
第１の水平方向の半径方向弾性バンド７２Ａ’及び第２の水平方向の半径方向弾性バンド
７２Ａ’’だけでなく、第１の垂直方向の半径方向弾性バンド７２Ａ’’’及び第２の垂
直方向の半径方向弾性バンド７２Ａ’’’’を含む。第１の垂直方向の半径方向弾性バン
ドの第１の端７４と第２の垂直方向の半径方向弾性バンドの第１の端７４とは、それぞれ
、フレーム本体の開口６０に隣接する場所において、フレーム本体４２に直接的に結合さ
れている。第１の垂直方向の半径方向弾性バンドの第２の端７６と第２の垂直方向の半径
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方向弾性バンドの第２の端７６とは、剛性リング１１０の対向する垂直部に直接的に結合
されている。第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第１の端７４と第２の水平方向の半
径方向弾性バンドの第１の端７４とは、それぞれ、剛性リング１１０に直接的に結合され
ている。
【００３４】
　第１の水平方向の半径方向弾性バンドの第２の端７６及び第２の水平方向の半径方向弾
性バンドの第２の端７６は、患者インターフェースデバイス本体の外側１８に直接的に結
合されている。この構成では、弾性結合アセンブリ７０は、患者インターフェースデバイ
ス１０に、フレーム本体４２に対して２つの明確な回転軸を提供する。しかし、患者イン
ターフェースデバイス１０は、弾性結合アセンブリ７０の弾性バンド７２を伸張させるこ
とによって、２つの軸によって規定される平面に垂直に動く。図８に示されるように、別
の例示的な実施形態は、弾性リング９０と剛性リング１１０との両方を含む。この実施形
態は、第１の水平方向の半径方向弾性バンド７２Ａ’及び第２の水平方向の半径方向弾性
バンド７２’’が弾性リング９０と一体であることを除き、直前に説明された実施形態と
実質的に同様である。
【００３５】
　上記されたように、患者インターフェースデバイス本体の開口１４は、ガス注入口とし
て機能する。より具体的には、流体導管結合デバイス１７が、患者インターフェースデバ
イス本体の開口１４において、フェースプレート１３（又は患者インターフェースデバイ
スの本体１１）に結合されている。流体導管結合デバイス１７（及びそこに結合されるガ
スを運搬するための任意の導管）の重量が、患者インターフェースデバイス１０の向きに
影響を及ぼすため、流体導管結合デバイス１７とフェースプレート１３との界面において
、可動式の結合器具を提供することが望ましい。更に、例示的な実施形態では、流体導管
結合デバイス１７は、患者インターフェースデバイス本体の開口１４と同様の形状を有す
る。したがって、例示的な実施形態では、流体導管結合デバイス１７と患者インターフェ
ースデバイス本体の開口１４とは、略円形である。
【００３６】
　患者インターフェースデバイス１０における流体導管結合デバイス１７（及びそこに結
合されるガスを運搬するための任意の導管）の重量からの任意の力を減少させるために、
また、図１及び図９Ａ～図９Ｃに示されるように、患者インターフェースデバイス本体１
１は、患者インターフェースデバイス本体の開口１４の周りに配置されるフレキシブル結
合器具１２０を含む。例示的な実施形態では、フレキシブル結合器具１２０は、ベロー１
２２である。本明細書において使用されるように、「ベロー」１２２は、結合される２つ
の要素間に延在するフレキシブル膜１２４である。つまり、この例示的な実施形態では、
フレキシブル膜１２４は、患者インターフェースデバイス本体１１と流体導管結合デバイ
ス１７との間に延在し、かつ、患者インターフェースデバイス本体１１と流体導管結合デ
バイス１７との両方に結合されている。更に、フレキシブル膜１２４は、患者インターフ
ェースデバイス本体の開口１４の周りに延在する。図示されるように、ベロー１２２は、
単一の凸状の折り目又はひだを有する。当然ながら、フレキシブル膜１２４に複数の折り
目又はひだがあってもよい。図９Ａ～図９Ｃに示されるように、ベロー１２２は、流体導
管結合デバイス１７を、フレーム本体４２に対し実質的に固定された向きに保つ一方で、
患者インターフェースデバイス１０を、フレーム本体４２に対し動かすことができるよう
にする。
【００３７】
　更に、流体導管結合デバイス１７が、フレーム本体４２に対し実質的に固定された向き
に保たれる一方で、患者インターフェースデバイス１０がフレーム本体４２に対して動く
ことが望ましい。したがって、フレーム本体４２は、図１に示されるように、流体導管結
合デバイススタビライザ１３０を含む。流体導管結合デバイススタビライザ１３０は、流
体導管結合デバイス１７を、フレーム本体４２に対し実質的に固定された向きに保つ。し
たがって、流体導管結合デバイススタビライザ１３０は、フレーム本体４２に結合され、
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流体導管結合デバイス１７に結合される結合要素１３２を含む。図１に示される例示的な
実施形態では、流体導管結合デバイススタビライザ１３０は、流体導管結合デバイス１７
の両側に配置される２つの細長い剛性部材１４０（そのうちの１つが示され、以下、「ス
タビライザ部材」と呼ぶ）を含む。
【００３８】
　各スタビライザ部材は、第１の端１４２と第２の端１４４とを有する。スタビライザ部
材の第１の端１４２は、固定向きでフレーム本体４２に結合される。スタビライザ部材の
第２の端１４４は、スタビライザ部材の結合要素１３２を含む。例示的な実施形態では、
スタビライザ部材の結合要素１３２は、流体導管結合デバイス１７の形に対応するように
構造化された成形端１４６である。したがって、流体導管結合デバイス１７が実質的に円
形である実施形態では、スタビライザ部材の結合要素１３２は、凸状端１４６である。対
向するスタビライザ部材結合要素の２つの成形端１４６（そのうちの１つが示される）は
、フレーム本体４２に対し実質的に固定された向きで、流体導管結合デバイス１７を捉え
る。なお、２つの対向する細長い部材１４０を有する流体導管結合デバイススタビライザ
１３０は、１つの例示的な実施形態であり、流体導管結合デバイススタビライザ１３０は
、次に限定されないが、流体導管結合デバイス１７の周りに延在し、単一の細長い部材（
図示せず）によってフレーム本体４２に結合されるカラー（図示せず）を含む任意の形状
であってよい。
【００３９】
　請求項において、括弧内に置かれた任意の参照符号は、当該請求項を限定するものと解
釈されるべきではない。「包含する」又は「含む」との用語は、請求項に記載される要素
又はステップ以外の要素又はステップの存在を排除するものではない。幾つかの手段を列
挙する装置の請求項において、これらの手段のうちの幾つかは、全く同一のハードウェア
アイテムによって具現化されてもよい。要素に先行する「ａ」及び「ａｎ」との用語は、
その要素が複数存在することを排除するものではない。幾つかの手段を列挙する任意の装
置の請求項において、これらの手段のうちの幾つかは、全く同一のハードウェアアイテム
によって具現化されてもよい。特定の要素が相互に異なる従属請求項に記載されることだ
けで、これらの要素の組み合わせを有利に使用することができないことを示すものではな
い。
【００４０】
　本発明は、現在最も現実的でかつ好適であると考えられる実施形態に基づいて例示のた
めに詳細に説明されたが、当然ながら、そのような詳細は、単にその目的のためだけであ
り、本発明は、開示された実施形態に限定されず、それどころか、添付の請求項の精神及
び範囲内である変更形態及び等価配置を対象とすることを意図している。例えば、当然な
がら、本発明は、可能な限りの範囲で、任意の実施形態の１つ以上の特徴は、任意の他の
実施形態の１つ以上の特徴と組み合わされることも検討する。
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